
第
十
巻
　
　
雑
　
纂
　
　
正
徳
盤
麓
改
謹
の
数
鍮
原
本
に
就
て

第
四
號

入
入
（
五
七
入
）

翻

羅

纂

正
徳
信
使
改
禮
の
教
論
原
本
に
嘗
て

慶
慮
の
三
田
虚
血
會
豊
丸
の
『
史
學
』
八
月
號
に
『
伯
爵
宗
家
所

藏
豊
公
文
書
ミ
朝
鮮
陣
』
、
こ
題
し
て
、
筆
者
が
先
年
奮
藩
主
宗

家
翰
馬
の
憂
櫃
の
中
ぎ
獲
乱
し
藁
界
未
知
の
豊
混

書
数
十
通
に
就
て
の
小
研
究
を
獲
表
し
、
讃
者
諸
彦
の
匡
正
敬

示
を
仰
い
だ
が
、
こ
・
に
本
紙
の
三
日
を
拝
借
し
て
御
紹
介
す

る
正
徳
信
三
三
跨
の
節
，
將
軍
よ
り
其
の
三
三
使
た
る
謝
馬
孟

宗
義
方
に
與
へ
た
有
名
な
『
教
論
』
の
原
本
も
亦
右
の
豊
公
丈
書

ミ
共
に
心
見
し
た
も
の
エ
一
で
、
こ
れ
亦
康
界
未
嚢
の
貴
重
な

史
料
の
嚇
で
あ
る
。
（
掲
載
京
眞
参
看
）
今
、
此
の
敷
論
原
本
に
就

い
て
少
し
く
論
明
し
て
讃
者
の
御
参
考
に
供
し
惑
い
｝
こ
思
ふ
。

實
は
咋
年
新
井
白
石
先
生
の
二
百
年
に
相
當
し
た
の
で
、
記
念

武

田

勝

藏

　
の
爲
め
に
こ
れ
を
護
表
す
る
考
で
あ
っ
た
が
、
余
暇
が
無
か
つ

　
た
の
で
思
ひ
乍
ら
今
日
迄
遷
延
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
徳
川
時
代
を
通
じ
て
朝
鮮
の
信
使
來
聰
は
前
後
十
数
同

あ
っ
た
が
、
中
に
も
正
徳
元
年
の
來
霧
は
最
初
よ
り
最
後

迄
種
々
の
問
題
を
引
き
逸
し
か
厄
介
千
国
な
も
の
で
あ
っ

た
。
其
れ
は
ム
3
更
改
め
て
記
∵
す
迄
も
無
い
が
、
瀞
田
時
將
軍

家
宣
に
重
用
せ
ら
れ
た
二
丁
新
井
君
美
の
建
議
に
か
、
惹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

聰
禮
の
更
革
で
、
．
白
石
膚
ら
命
に
よ
っ
て
其
の
慮
接
使
こ

な
っ
て
從
來
の
慣
例
に
一
大
下
露
を
下
し
て
、
大
い
に
諸

善
に
墾
更
を
加
へ
た
の
で
あ
る
Q
其
の
改
革
の
主
要
な
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
は
、
國
書
に
於
け
る
将
軍
の
総
號
で
あ
る
大
君
を
寛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

永
十
三
年
以
前
の
例
に
よ
っ
て
日
本
國
王
に
（
復
金
）
老
中

の
信
使
客
館
訪
尚
を
高
家
の
訪
問
に
、
上
々
官
の
國
書
捧

呈
を
正
使
長
身
に
、
三
家
ご
同
一
で
あ
っ
た
三
使
の
笄
位

を
其
の
下
に
、
三
家
の
饗
宴
相
俘
を
接
待
大
名
に
、
能
樂

を
舞
樂
に
各
々
改
め
、
叉
混
晶
の
世
嗣
笄
謁
ご
、
老
中
ご

漕…

b
ｱ
の
書
簡
進
物
の
贈
主
を
腰
止
す
る
等
で
あ
っ
た
。

（
此
外
往
還
道
中
に
於
け
る
接
件
の
更
革
）
然
る
に
古
禮
を

奪
重
保
存
す
る
朝
鮮
の
事
で
あ
る
爲
め
に
、
三
雲
等
が
容

易
に
こ
の
改
禮
に
信
じ
な
か
っ
た
の
は
無
理
か
ら
ぬ
事
で

あ
る
。
前
記
諸
更
革
中
、
殊
に
復
古
の
事
は
重
要
な
事
柄

だ
け
に
、
宗
家
に
て
は
幕
府
よ
り
内
命
を
受
け
て
態
々
使

者
こ
し
て
寺
田
一
郎
兵
衛
、
雨
森
東
五
郎
の
記
入
を
彼
氏

に
差
遣
し
て
交
渉
せ
し
め
、
釜
山
迄
來
た
國
書
を
漸
く
に

し
て
書
き
改
め
さ
せ
允
の
で
あ
る
。
右
の
雨
森
東
五
耶
は

有
名
な
芳
洲
の
事
で
、
こ
の
復
號
に
關
し
て
は
其
の
主
張

蒋
た
る
自
照
に
堂
々
挑
戦
し
、
其
の
不
當
を
攻
撃
し
た
の

　
　
　
第
十
巻
　
　
維
　
纂
　
　
正
徳
欝
使
改
禮
の
敷
訟
顔
本
に
就
て

で
あ
る
が
、
こ
の
使
者
こ
し
て
選
ば
れ
、
其
復
號
に
霊
力

し
た
事
は
實
に
不
思
議
に
思
は
れ
、
且
つ
面
子
い
事
で
は

な
い
か
。
こ
れ
等
の
復
號
始
末
に
就
い
て
は
『
宗
家
史
料

に
よ
る
復
號
事
件
』
ご
題
し
て
常
時
の
宗
家
聖
業
に
鍍
っ

て
膚
分
の
記
述
し
て
遣
い
た
小
丈
を
不
日
登
表
す
る
考
へ

で
あ
る
か
ら
、
詳
細
は
そ
れ
に
譲
っ
て
麗
く
、
若
し
も
参

看
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
幸
で
あ
る
。
右
の
復
讐
は
國
書
式
の

改
正
な
る
重
め
に
信
使
來
聰
以
前
に
是
非
こ
も
交
渉
す
る

必
要
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
反
し
て
．
音
響
・
賜
饗
・
僻
見

儀
、
受
書
儀
、
書
悪
評
使
者
位
、
賓
位
、
撒
主
、
内
宴
服

等
江
戸
に
於
い
て
の
新
規
の
単
式
一
7
西
議
し
て
は
墨
黒
以
前

に
彼
に
交
渉
納
得
さ
せ
る
必
要
は
無
く
、
又
若
し
こ
れ
等

を
彼
に
蓮
達
交
渉
す
る
時
は
容
易
に
承
知
せ
臓
は
明
か
な

事
で
あ
り
、
從
っ
て
信
使
來
聰
に
も
影
響
す
る
の
で
、
自

石
も
こ
れ
等
を
よ
く
推
察
し
て
、
こ
れ
等
の
事
実
に
關
し

て
は
殆
ん
ご
彼
に
捕
…
達
す
る
事
な
く
、
信
使
の
江
月
黎
着

の
上
彼
等
を
し
て
無
理
に
も
新
規
式
に
服
せ
し
む
る
考
べ

　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
入
九
　
（
五
七
九
）



、

　
　
　
第
十
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
正
徳
信
俺
改
禮
の
敷
論
原
本
に
就
て

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
爲
め
江
戸
裳
着
の
信
使
は
滋

中
に
於
け
る
接
待
の
墾
革
に
不
満
を
有
し
た
上
に
、
更
に

又
疲
耳
に
水
の
、
こ
れ
等
の
改
禮
に
驚
き
樹
馬
守
へ
は
勿

論
の
こ
ご
殿
中
に
於
て
ま
で
白
石
ご
孚
噛
し
た
程
で
あ
っ

た
。　

さ
て
右
の
信
使
一
行
は
七
月
五
日
三
三
を
回
船
し
．
十

九
日
に
野
馬
の
府
中
膿
に
到
着
し
、
註
ハ
れ
よ
り
宗
封
馬

守
の
案
内
で
十
月
十
入
日
江
戸
に
屡
着
し
た
の
で
あ
る
が

こ
の
墾
着
の
日
に
二
軍
よ
り
宗
樹
馬
守
義
方
に
こ
の
改
禮

に
關
す
る
『
激
論
』
な
る
も
の
並
に
前
記
逡
見
以
下
の
諸
禮

に
關
す
・
規
二
野
（
宗
家
認
錐
に
に
叉
こ
れ
た
奉
旨
之
御
書
付
ミ
も
記
し
て
あ
る
）
六
通
姦
瀕

し
た
の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
殺
諭
授
與
の
次
第
に
就
い
て

能
く
簡
賂
に
記
齢
す
る
と
、

　
信
使
「
行
の
江
戸
弾
着
の
前
田
邸
ち
十
月
十
七
口
に
白

石
は
態
々
川
藻
騨
に
赴
き
調
馬
守
の
宿
所
を
訪
う
て
、
家

老
三
田
雲
右
衛
門
並
に
儒
臣
爾
森
東
五
郎
（
芳
洲
）
に
面
曝

し
て
云
ふ
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
照
號
　
　
　
九
〇
　
（
五
八
0
）

　
購
β
江
戸
に
参
着
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
賂
軍
よ
り
上
使
を
野
馬

　
守
の
屋
敷
に
鐙
は
さ
れ
て
『
御
教
論
の
御
書
付
』
を
下
さ
る
筈
で

　
あ
る
か
ら
、
念
の
創
め
鋤
馬
飼
に
右
御
教
論
の
草
案
を
御
覧
に

　
入
れ
度
く
持
参
し
た
か
ら
、
御
鳳
寛
を
乞
ふ
。
猫
右
の
御
敏
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
の
御
書
付
に
は
今
度
態
々
作
ら
れ
た
黄
金
の
御
印
が
押
し
て
あ

　
る
か
ら
、
御
家
の
爲
め
に
は
誠
に
『
御
規
模
な
る
事
』
で
あ
る
。

　
云
々
。

　
猫
白
石
は
三
時
始
め
て
信
使
並
に
樹
縮
図
に
心
驕
し
、

二
十
入
日
曉
江
戸
に
蹄
つ
た
Q

＋
入
日
信
使
一
行
が
江
戸
に
墾
着
す
る
ご
、
松
李
備
前

守
よ
り
使
者
こ
し
て
御
用
入
大
野
吉
左
衛
門
が
帰
馬
守
屋

敷
（
下
谷
、
二
長
町
）
に
來
ご
云
ふ
に
、

　
本
日
備
前
守
が
上
使
－
こ
し
て
罷
越
す
以
前
に
、
御
城
よ
り
御
書

　
物
入
の
箱
を
御
徒
目
付
が
持
参
致
す
事
ミ
な
っ
て
居
る
か
ら
，

　
右
の
箱
が
到
着
し
た
な
ら
ば
御
受
取
の
上
、
御
書
院
上
の
間
の

　
上
座
に
差
置
き
、
軍
馬
守
御
宿
坊
（
崇
幅
寺
）
よ
り
蹄
吊
せ
ら
れ

　
た
な
ら
ば
、
早
々
御
座
知
に
汰
り
度
い
、
云
々
。

暫
す
る
ご
城
中
よ
り
右
の
書
物
（
澱
諭
）
入
り
の
長
持
一
緯
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が
御
徒
目
付
湯
原
勘
助
、
御
小
人
目
付
三
人
付
き
添
っ
て

劉
遵
守
屋
敷
に
到
着
し
た
の
で
、
宗
家
の
井
田
四
郎
兵
衛
．

こ
れ
を
出
迎
へ
て
挨
拶
を
し
、
次
に
伊
賀
丹
治
が
其
の
書

物
入
り
の
箱
を
受
取
り
、
松
準
備
懸
守
よ
り
の
差
圖
通
汐

書
院
上
段
の
床
に
置
い
た
。
其
後
朧
朧
守
が
宿
坊
よ
り
蹄

邸
し
、
衣
い
で
子
中
刻
（
午
前
一
時
頃
）
に
上
使
松
李
備
前

守
が
來
託
し
て
、
翻
懸
守
に
左
の
上
意
の
趣
を
ロ
達
し
た

の
で
あ
る
。

　
其
方
儀
此
度
信
使
同
道
二
而
、
参
勤
之
段
達
上
聞
、
太
儀
二
思

　
二
尊
、
依
鱗
被
成
．
下
上
使
候
、
云
々
。

右
の
上
意
傳
達
が
濟
む
ゼ
、
駿
講
授
與
の
爲
め
左
の
書
付

を
渡
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
今
度
之
旧
規
欝
欝
吟
味
之
上
を
以
、
永
々
迄
之
御
作
法
を
被
定
．

　
御
事
候
、
先
例
ε
蓮
候
付
若
三
使
申
旨
も
可
有
之
哉
－
こ
被
思
召

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
其
方
へ
御
教
論
被
成
下
之
候
、
論
難
昌
三
使
え
鱗
被
申
達
候
、

　
以
上
。
　
　
　
　
　
　
　
．
「

次
に
劉
馬
守
は
上
使
に
御
三
の
挨
拶
を
し
て
、
こ
れ
が
す

　
　
　
第
十
巷
　
　
雑
　
纂
　
　
正
徳
信
使
改
禮
の
教
論
原
本
に
就
て

ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
灘

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
漫

事
襲
欝
欝
響
叢
叢
、
縫
象
、
原

翫い

V
輿
軽
騰
藩
纈
。
響
輝
器
量
源
．

零
丁
、
窪
け
昌
昌
劇
踏
き
蝿
骨
壕
漫
語
．
擁

灘
灘
槽
遮
忌
引
罷

む
ご
上
使
は
早

々
僻
乱
し
た
。

如
上
う
激
諭
の

授
與
式
は
極
め

て
簡
軍
で
あ
っ

た
。

　
さ
て
右
の
教
、

諭
原
本
の
大
要

に
就
い
て
記
す

ビ
、
用
紙
は
鳥

子
縦
一
尺
七
寸

横
三
尺
五
寸
、

筆
蹟
は
極
め
て

鮮
か
で
爲
眞
で

見
る
様
に
實
に

美
事
な
も
の
で

計
石
の
自
筆
な

　
　
　
O

第
四
號
　
　
　
．
九
一
　
（
五
入
一
）
，

　
　
　
O



　
　
　
錐
十
四
　
　
雑
　
纂
　
　
　
正
徳
信
使
改
瀦
の
数
謙
原
本
に
就
て

る
事
は
疑
ひ
な
か
ら
う
Q
・
墾
考
ま
で
に
左
に
本
交
を
掲
載

し
て
從
來
の
傳
謡
本
の
訂
正
の
資
ざ
し
、
又
蓬
頭
等
の
楼

式
を
示
し
度
い
ご
思
ふ
Q

　
国
領
客
使

　
　
予
讃
承
酌
業
，
粥
櫻
志
当
事
、
亦
一
寸
國
之
好
，
’
二
刀
不

　
　
巳
、
以

　
　
朝
鮮
接
壌
密
運
．
行
理
之
命
、
調
書
不
至
、
方
其

　
太
虚
大
王
御
古
、
始
通
問
於
前
代
恭
獣
王
、
蓋
脩
高
麗

　
　
氏
百
事
好
也
、
自
爾
爾
國
使
命
交
際
、
各
有
禮
制
、
相

　
　
敦
誉
者
幾
二
百
年
、
戴
勝
國
壬
辰
之
愛
、
兵
蛍
一
風
、

　
　
雨
國
失
膿
、
積
有
為
年
、
天
厭
喪
胤
，
答
顧
有
滋
、
我

　
紳
蔵
受
命
、
奄
有
方
國
、
微
薦
其
宗
杜
、
廼
漣
出
令
、
反
其

　
　
施
侃
、
脩
二
千
好
、
休
息
治
民
、
跨
問
以
時
，
相
糠
不
絶
、

　
　
難
然
當
我
草
昧
．
務
在
簡
易
，
蜜
主
之
禮
、
蓋
有
關
焉
、

　
　
爾
後
所
因
損
盆
、
随
時
取
旨
、
未
有
一
定
之
制
、
當
今

　
　
嗣
徳
百
年
、
禮
樂
可
由
起
、
凡
爲
経
國
之
典
，
可
以
脩

　
　
明
愛
命
有
司
，
議
定
・
賓
禮
、
奉
之
以
奮
法
、
考
之
以
古

　
　
禮
、
度
之
以
二
國
，
語
学
客
或
怪
魚
有
早
寝
三
儀
、
領

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
、
九
二
　
（
五
入
二
）
・

　
　
客
使
声
言
使
者
、
謀
事
補
閾
、
行
之
以
禮
、
記
不
寄
宮
、

　
　
禮
從
宜
、
使
從
俗
、
想
宜
知
悉
、

　
正
徳
元
年
辛
卯
十
月
十
五
日
　
　
　
印
章
、
教
命
之
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
猶
、
絡
の
年
月
の
上
に
捺
さ
れ
た
印
章
こ
れ
亦
寓
眞
の

通
り
美
事
で
荘
重
精
輝
な
も
の
で
、
印
文
は
小
象
、
陽
交
で

『
澱
命
之
實
』
ご
二
行
に
刻
せ
ら
れ
、
方
約
三
寸
三
分
（
朱

印
）
で
、
野
臥
顧
は
黄
金
で
あ
る
。
黙
黙
の
激
命
は
薮
令

ご
同
じ
く
、
将
軍
の
命
掛
ご
云
ふ
意
昧
で
あ
ら
う
。
又
序

で
乍
ら
此
時
將
軍
よ
り
の
返
簡
に
捺
し
た
印
章
も
亦
同
じ

く
黄
金
で
、
・
印
丈
は
小
蒙
陽
文
で
『
文
墨
之
寳
』
（
二
行
方

約
二
寸
九
分
）
ご
。
濁
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
印
文
の
交
命

は
書
経
の
『
宿
命
敷
予
四
海
、
砥
承
子
帝
』
に
よ
っ
た
も

の
で
あ
る
。
蓮
航
一
属
望
三
十
七
、
正
徳
信
使
來
聰
の
條

に
。

　
正
徳
元
年
す
一
月
十
五
日

　
　
白
銀
三
拾
枚
・
　
　
　
　
　
釜
屋
山
城

　
右
御
金
印
之
御
用
被
仰
付
之
付
而
被
下
之
鞠
日
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曇
降

ご
見
え
て
居
る
か
ら
、
右
爾
金
印
は
こ
の
釜
屋
山
城
の
新
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第

十

擁
雑劇
纂糎

正
徳
信
優
改
禮
の
敏
論
原
本
に
就
て

た
に
造
っ
π
も
の
で
あ
ら
う
◎
猶
、
殊
號
事
略
下
、
御
寳

の
事
に
は
『
新
に
黄
金
を
以
て
傳
國
の
御
簑
を
鋳
造
ら

れ
云
々
』
ご
あ
れ
ば
鋳
造
で
あ
ら
う
。

　
次
に
激
諭
原
本
ご
共
に
御
紹
介
し
て
遣
き
度
い
の
は

其
れ
が
牧
め
ら
れ
て
あ
る
箱
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
實
に

美
事
な
も
の
で
、
中
・
味
の
激
論
よ
り
は
寧
ろ
立
涙
な
も

の
で
あ
る
。
先
づ
高
一
尺
五
分
、
横
一
尺
、
長
二
尺
三

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

寸
三
分
の
外
箱
が
あ
ゲ
、
其
の
蓋
の
表
面
に
『
御
澱
諭
』

ご
楷
書
で
記
し
て
あ
る
Q
（
第
一
圏
）
其
の
中
に
横
九
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

長
二
尺
二
寸
四
分
、
厚
四
分
の
毫
板
が
あ
り
、
其
の
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

に
高
二
寸
横
七
寸
五
分
、
長
二
尺
二
分
の
案
が
あ
り
、

叉
其
の
案
に
高
五
寸
七
分
、
横
五
寸
四
分
、
長
一
尺
九

　
　
ヘ
　
　
へ

寸
の
内
箱
が
載
せ
ら
れ
て
あ
る
（
第
二
圖
）
Q
用
材
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

れ
も
桐
白
木
で
あ
る
。
猶
右
、
内
籍
の
中
に
、
高
三
寸

横
四
寸
五
分
、
長
一
尺
入
寸
で
、
外
は
紺
地
錦
、
内
は

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

金
地
錦
の
折
据
が
あ
り
、
（
第
三
圖
）
其
の
ヰ
に
『
敷
諭
』

の
原
本
が
股
め
ら
れ
て
あ
る
。
（
各
圖
黎
照
）

　
　
　
　
　
　
鎮
四
號
　
　
　
九
三
　
（
王
入
三
）
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右
の
敷
写
並
に
新
規
寸
書
を
受
け
た
蟄
順
守
は
躊
曙
し

て
漸
く
廿
二
日
朝
家
老
｝
牛
田
長
井
。
李
田
直
訴
衛
…
門
。
杉
村

三
郎
左
註
門
・
大
浦
忠
左
衛
門
の
四
入
を
東
本
願
寺
の
信

仁
丹
館
に
遣
し
て
三
使
に
面
慢
せ
し
め
、
上
々
官
崔
同
知

に
激
諭
等
の
寓
並
に
謝
馬
守
の
ロ
上
書
を
渡
し
た
の
で
あ

る
。
翌
廿
四
日
老
中
土
屋
相
模
守
は
宗
家
の
杉
村
三
郎
左

衛
門
を
招
い
て
新
規
の
禮
式
を
三
使
に
は
納
得
せ
し
か
否

や
に
就
い
て
の
催
促
が
あ
っ
た
の
で
、
廿
五
日
黒
馬
．
守
は

大
浦
忠
左
捨
象
を
縮
模
守
宅
に
遣
し
て
、
左
の
口
上
畳
を

差
出
し
な
。

咋
夕
家
來
被
召
寄
、
被
論
陣
一
通
委
細
承
知
仕
候
、
初
度
登
城

之
式
三
使
に
申
闘
候
塵
二
、
納
得
仕
余
念
得
共
醐
色
々
S
申
論

漸
御
講
申
上
露
、
登
城
之
日
限
丈
三
使
御
里
式
大
概
壁
へ
候
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

思
考
書
付
可
差
上
候
、
以
上
。

　
十
月
廿
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
　
封
　
編
　
守

右
回
書
に
は
信
使
納
得
の
如
く
見
え
る
が
、
實
際
仲
々
納

一
得
せ
す
、
劉
馬
守
始
め
家
臣
等
は
籐
程
困
っ
た
標
子
で
あ

　
　
　
第
十
巷
　
　
維
　
纂
　
　
正
徳
信
使
改
禮
の
教
論
原
本
に
就
て

っ
た
Q
然
し
兎
に
角
、
、
十
一
月
朔
日
に
信
使
の
登
城
進
見

の
事
が
あ
り
、
三
日
に
饗
宴
舞
樂
、
四
日
に
曲
馬
、
十
「

日
に
麟
見
ご
相
濟
ん
で
、
十
九
日
に
一
行
江
戸
を
出
登
し
、

二
月
九
日
に
甥
馬
の
府
中
に
到
着
し
、
廿
五
日
に
釜
山
に

凝
着
し
た
の
で
あ
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
も
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
猶
澱
諭
に
添
へ
ら
れ
た
進
見
以
下
の
規
式
七
六
蓮
は
何

れ
も
大
高
檀
紙
に
認
め
ら
れ
、
其
の
端
の
裏
の
上
部
に
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

何
れ
も
小
さ
い
符
箋
が
張
付
け
ら
れ
、
そ
れ
に
『
進
見
賜

饗
僻
見
儀
』
等
こ
い
ふ
標
に
記
る
さ
れ
て
，
印
行
の
自
石

全
集
等
に
見
え
る
標
に
各
本
交
の
始
め
に
記
る
さ
れ
て
あ

る
も
の
で
は
無
い
。
本
文
は
何
れ
も
朱
の
九
に
て
句
黙
を

施
し
て
あ
る
。

　
以
上
は
、
筆
者
が
澱
諭
癒
本
藩
学
當
時
に
書
き
付
け
て

置
い
た
も
の
と
、
宗
家
記
録
を
一
塗
し
た
時
の
抜
輩
ご
を

書
き
ま
ご
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
若
し
も
御
墾
考
ご
も
な

る
な
ら
ば
幸
甚
で
あ
る
。
（
大
正
＋
四
年
八
月
認
）

第
四
號

九
五
　
（
五
入
五
）


